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令和６年第２回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会 

議事日程 

令和６年１１月１５日（金） 

午後１時３０分開会 

 

［第１号］ 

 

第１  仮議席の指定 

 

第２  諸般の報告 

 

第３  議長の選挙     ８番 中島 清晴 議員（松阪市議会議長） 

 

 

［第１号の２］ 

 

第１  議席の指定      ３１名出席 

 

第２  会議録署名議員の指名 １０番 冨田 薫 （桑名市議会議長） 

               ３４番 尾上 壽一（紀北町長） 

 

第３  会期の決定  １日 

 

第４  報告第１号  令和５年度三重県後期高齢者医療広域連合繰越明許費繰越

計算書について 

           （承認）            

 

第５  承認第１号  専決処分の承認について（三重県後期高齢者医療広域連合監

査委員条例の一部を改正する条例） 

 （原案承認） 

 

第６  承認第２号  専決処分の承認について（三重県後期高齢者医療広域連合会

計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する条例） 

 （原案承認） 

 

第７  議案第７号  副広域連合長の選任同意について 

 （原案同意） 

令和６年１１月２０日開催 

全員協議会資料 

市民文化部市民課 
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第８  議案第８号  三重県後期高齢者医療広域連合広域計画（第４期）の一部変

更について 

 （原案可決） 

 

第９  議案第９号  三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条

例の一部の改正について 

 （原案可決） 

 

第１０ 議案第１０号 令和６年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号） 

 （原案可決） 

 

第１１ 認定第１号  令和５度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出

決算の認定について 

 （原案認定） 

 

第１２ 認定第２号  令和５年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定について 

 （原案認定） 

 

第１３ 議案第１１号 監査委員の選任同意について 

 （原案同意） 
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令和６年第２回 

三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会 

≪ 議 案 等 一 覧 ≫ 
 

〇報告第１号 

 令和５年度三重県後期高齢者医療広域連合繰越明許費繰越計算書につ

いて 

 
  令和５年度三重県後期高齢者医療広域連合繰越明許費の繰越しについて、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、報告す

るものである。 

 

 

○承認第１号 

専決処分の承認について（三重県後期高齢者医療広域連合監査委員条例

の一部を改正する条例） 
   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、三重

県後期高齢者医療広域連合監査委員条例（平成１９年三重県後期高齢者医療広域

連合条例第４号）の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、議会に報告し承認を求めるものである。 

 

三重県後期高齢者医療広域連合監査委員条例（平成１９年三重県後期高齢者医

療広域連合条例第４号）の一部の改正 

（令和６年４月１日専決処分、令和６年４月１日施行） 

［改正理由］ 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正による条ずれに対応する

ため、同法の条項を引用している三重県後期高齢者医療広域連合監査委員条例

について所要の改正を行うものである。 

  

［改正内容］ 

   第４条中「第２４３条の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に

改める。 
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○承認第２号 

専決処分の承認について（三重県後期高齢者医療広域連合会計年度任

用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条

例） 
   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、三重

県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例（令和２年三重県後期高齢者医療広域連合条例第１号）の一部を改正す

る条例を次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、議会に報告し

承認を求めるものである。 

 

三重県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手

当に関する条例（令和２年三重県後期高齢者医療広域連合条例第１号）の一部の

改正 

（令和６年６月１日専決処分、令和６年６月１日施行） 

［改正理由］ 

   会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため、三重県後期高齢者医療広域連

合会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例について所要

の改正を行うものである。 

  

［改正内容］ 

    題名を次のように改める。 

     三重県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例 

 本文中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

 

 

○議案第７号 

副広域連合長の選任同意について 
 

三重県後期高齢者医療広域連合規約第１２条第４項の規定に基づき、三重県後

期高齢者医療広域連合副広域連合長を次のとおり選任したいので、議会の同意を

求めるものである。 

 

志摩市大王町波切１０００番地２  

橋  爪  政  吉 （志摩市長） 
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○議案第８号 

三重県後期高齢者医療広域連合広域計画（第４期）の一部変更について 

 
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等

の一部を改正する法律」（令和５年法律第４８号）により、高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和５７年法律第８０号）等が改正され、本年１２月２日以降、現行

の被保険者証、限度額適用認定証等は発行されなくなる。 

このことに伴い、三重県後期高齢者医療広域連合広域計画（第４期）において規

定する「被保険者証」等の用語を改正するため、同広域計画の一部を改正しようと

するものである。 

 

 

○議案第９号 

三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部

の改正について 

 
 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等
の一部を改正する法律」（令和５年法律第４８号）により、高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和５７年法律第８０号）等が改正されたこと、また、急患等とし

て保険医療機関等を受診した被保険者に係る保険料の徴収猶予の取扱いについて

厚生労働省から通知されたことに伴い、所要の改正を行うものである。 

 

 

○議案第１０号 

令和６年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号） 
 

令和６年度三重県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

補  正  額             ２６，５１２千円 

補正後の予算額        ２５９，４３６，５５５千円 
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○認定第１号 

令和５年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認

定について 
 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和５年度三重県後期高齢者医療

広域連合の一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会に認定を求

めるものである。 

 

歳入総額             ２３７，４７４，３３１円 

歳出総額             ２３３，５４６，５５９円 

歳入歳出差引額            ３，９２７，７７２円 

継続費逓次繰越額                   ０円 

繰越明許費繰越額                   ０円 

実質収支額              ３，９２７，７７２円 

 

 

○認定第２号 

令和５年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定について 
 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和５年度三重県後期高齢者医療

広域連合の後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて

議会に認定を求めるものである。 

 

歳入総額         ２５４，３６６，４６２，５６４円 

歳出総額         ２４６，４３７，７３６，１５１円 

歳入歳出差引額        ７，９２８，７２６，４１３円 

継続費逓次繰越額                   ０円 

繰越明許費繰越額         ４０４，０２７，０００円 

実質収支額          ７，５２４，６９９，４１３円 

 



 

7 
 

○議案第１１号 

監査委員の選任同意について 
 

三重県後期高齢者医療広域連合規約第１６条第２項の規定に基づき、三重県後期 

高齢者医療広域連合監査委員を次のとおり選任したいので、議会の同意を求めるも

のである。 

 

 
議会議員のうちから選任する監査委員 

名張市鴻之台３番町７２番地 

永 岡   禎（名張市議会議長） 

 

 


